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論文内容の要旨

「利他的J 行為に関する法的取り扱いそのものを検討の対象とする作業は、日本法においても英米法においてもこ

れまであまりなされてこなかったように思われる。これは、自律した強い個人が自由に自己利益を追求できる社会に

基本的価値をおくリベラリズムが近代以降の法の基調で、あったことを考えるならば、比較的理解しやすし、かもしれな

い。個人主義的色彩の濃いリベラリズムを強く反映している(とされる)法制度において、「利他的J 行為は、射程

外にある事柄としてそもそも始めから議論の中に入ってこないと想像できるからである。だが、果たして法と「利他

的」行為は無関係でありえたのであろうか。

本論文は、法と「利他的J 行為との接触問題を認識させるところとなった法的救助義務論の考察を端緒とし、より

広い意味での自発的支援・援助行為と法との関係を様々な視点から再検討していくことを通じて、現代社会における

「自由」の拡張として、選択的な紳=他者との関係構築を可能とするような法理論および法制度の必要性を主張する

ものである。そして、他者利益的行為と法との関係を探求するにあたり、定点として「社交」の概念を用い、また「容

易化」法の概念に目を向けることによって、個人、人一人の関係、社会、法のあり方について、新たな理解が示すこ

とを目的とする。「関係の選択可能性」を基本概念とし、これを保障するような法制度、法理論によって、新たな社

会連帯の可能性一個別・独立な諸個人間における行為を基盤とした連関(ネットワーキング)ーを導く本論文の考察

は、個別の問題についての処理という射程を越えて、現代社会における法編成原理の転換をもたらしうるものである

と考える。

本論文を通して、人と人との粋を保ちながら、それによって個人の指向性をより強く表現することを可能にするよ

うな共同性のあり方が思考される。この意味で、本論文は、(個と共同牲〉の関係そのものを再考する試みであると

いえよう。特に、支援者(する側)に重点を置いた考察は、財の再配分に尽きず人的資源の確保が重要課題となって

いる現代社会において、重要な意義を有するものと考える。ここでの考察は、基礎法学理論の領域にとどまらず、広

く家族法、社会保障法などの実定法の分野において問題を処理する際にも、基礎的理論として発展する可能性を有し

ていると考える。
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論文審査の結果の要旨

本論文は、救助義務、養子制度、ひいては社会保障制度の再編成を念頭に置きながら、法制度の新たな捉え方とし

て「制度的利他」という視点を打ち出そうとするものである。その背景には、学位申請者の次のような現状理解が存

在する。すなわち、民事法・刑事法を問わず、現行法制度の根底には、「経済人」類似の利己的人間観が存在してお

り、その結果として、援助を試みた人が逆に不法行為責任で訴えられたり、こうしたことを恐れるあまり、衆目の面

前で違法行為が行われていても見て見ぬ振りをするといった由々しき事態がもたらされている。だが同時に、申請者

は、とりわけ英国の判例や立法を分析しつつ、新たな動きの萌芽にも自を向けている。つまり、こうした新たな判例・

立法動向に見られるのは、救助者が不利な立場に陥ることのないよう法的な保障をあたえると同時に、「救助」や「援

助j といった本来なら社会的に望ましい行為を間接的に奨励しようとする態度である。申請者が「制度的利他J の構

想による法の捉え直しを提唱するのは、こうした「間接的奨励J の動きに理論的基盤をあたえ、そして、これをさら

に押し進めるために他ならない。そして、申請者は、哲学、社会学、人類学諸理論を渉猟しつつ、この「制度的利他J

の構想の中心に、方法的個人主義にも有機体的社会像にも与しない制度把握の鍵概念として、「社交」を据えるので

ある。

このような申請者の視点は非常に新鮮であり、同時に、近代主義的な「法の支配」観やリベラル・デモクラシーの

乗り越えを模索しつつある昨今の理論的潮流からしても、その自の付け所の良さは特筆に値する。申請者は、基礎法

学や哲学、社会学、人類学の諸文献は言うまでもなく、数多くの判例や立法をも参照しながら、従来の基礎法学には

ない新たなスタイルを打ち出そうとしており、この点についても、大いに評価されなければならない。状況の分析か

ら新たな把握を導きだす過程において、論証の面で若干弱い点も見られない訳ではないが、全体としては、単なる着

想に終わらせず独自の法理解へと展開させる力量を有するものと認められる。以上を考慮し、審査委員一致で、申請

者は、独立した研究者として研究を遂行できるレベルに達しており、学位授与に相当するものと判断する。
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